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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 助 田 有 二 君 

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第２号） 

  令和４年３月３日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第４号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔令和３年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕から 

  議案第20号 内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

        についてまで 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ４番 磯 貝 幸 博 

   ２番 西 尾 雄 次 

   ９番 北 川 悦 子 

   ７番 生 田 勇 人 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時01分開議 

    ○開   議 

○議長【清水文雄君】 皆様、おはようござい

ます。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越しをいただき、誠にありがとうございます。 

 本日は、町政に対する一般質問を行います。 

 初めに、傍聴者の皆様にお願いを申し上げ

ます。 

 本会議場では、携帯電話を鳴らすことがな

いよう、お願いを申し上げます。 

 議員が質問をしている際は、静粛にしてい

ただき、立ち歩いたり退席しないよう、お願い

を申し上げます。 

 本日は、内灘高校の皆様が傍聴に来ており

ます。 

 引率の先生及び報道機関に対し、議場での

撮影を許可したことをご報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、11名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【清水文雄君】 本日の会議に説明のた

め出席している者は、１日の会議に配付の説

明員一覧表のとおりであります。 

 なお、福島誠一町民福祉部住民課長より、本

日の会議を欠席する旨の届出がありましたの

で、その写しをお手元に配付しておきました

から、ご了承願います。 

 次に、米田一香議員より、本日の会議を欠席

する旨の届出が出ております。ご了承お願い

をいたします。 

 次に、監査委員から、財政援助団体等に対す

る監査の結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから、ご了承

をお願いをいたします。 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【清水文雄君】 日程第１、議案第４号

専決処分の承認を求めることについて〔令和

３年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕か

ら議案第20号内灘町消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例についてまでの17議案を一括して議題とい

たします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【清水文雄君】 各議案に対する提案理

由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、昨

日までに質疑の通告がありませんでしたので、

質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第４号専決

処分の承認を求めることについて〔令和３年

度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕から議

案第20号内灘町消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてまでの17議案につきましては、お手元

に配付してあります議案付託表のとおり所管

の各常任委員会に付託いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 異議なしと認めます。

よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【清水文雄君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は、１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いをいたします。５分前

及び１分前に呼び鈴で合図をいたしますので

ご容赦願います。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ４番、磯貝幸博議員。 

   〔４番 磯貝幸博君 登壇〕 

○４番【磯貝幸博君】 皆さん、おはようござ

います。議席番号４番、磯貝幸博。３月会議で

町政に対する質問の機会を得ましたので、一

問一答方式でお尋ねしていきたいと思います。 

 まず冒頭にですが、去る２月24日、ロシアが

隣国ウクライナに軍事侵攻をいたしました。

これは、独立国家の主権を一方的に脅かし、領

土、自由と平和を武力で踏みにじる暴挙でご

ざいます。2014年のクリミア半島の併合に続

いて再び謀略を仕掛け、国を分断し、同胞を守

るためと称して侵略し、武力による現状の変

更を行っているのです。 

 プーチン大統領はまた、世界の動きに対し

て核兵器の使用をほのめかし、牽制し、恫喝す

るなど、国連の常任理事国としてあるまじき

行為であり言語道断、決して許されるもので

はありません。 

 ここは国際社会が連携し、この非道極まり

ない侵略国家ロシアに対し、毅然とした態度

で臨むべきであります。 

 我々日本人は、これを遠くヨーロッパの出

来事だと、対岸の火事などとして安易に捉え

てはいけません。南シナ海や台湾、沖縄、尖閣

諸島周辺で起きていることと同義として強く

認識しておかなければならないのです。 

 今現在もウクライナへの軍事侵攻は止まら

ず、多くの民間人が犠牲となっています。私

は、このロシアによる暴挙に、暴力に断固とし

て抗議し、ロシア軍の即時攻撃停止と完全撤

退を望みます。 

 さて、本日は内灘高校の生徒さんや先生方

が傍聴に来られているということで、多くの

傍聴者の前でフレッシュな緊張感を持って質

問に臨みたいと思いますが、その前に、この４

月より成年年齢が18歳へと引き下げられます。

18歳から大人ということですね。 
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 自分自身の心や体には変化がなくても、社

会的には大きく変化することになります。親

の同意がなくても、自分でクレジットカード

を作ったりローンを組んだり契約行為が可能

となります。積極的な社会参加を促し、資格を

取ったり、自分自身のために様々なチャレン

ジと経験を得ることができるようになり、夢

と希望が広がります。 

 それに先んじて、平成28年に選挙権が満18

歳以上になっているのはご存じかと思います。

ちょうど今度の選挙で初めて投票するんだと

いうご友人も多いことでしょう。皆さんの投

票でこれから社会が動いていく、そんな気持

ちを持っていただきたいです。 

 そのために、各候補者の主張をしっかりと

知っておく必要があります。皆さんの選ぶ候

補者がどんな夢を持って、どんな目標を掲げ

ているのか、自分自身の目と耳で調べて決め

てほしいと思います。友達同士で、家族で、皆

さんで考えて投票してください。今、成年とな

る多くの若い力がこれからの政治を変えてい

くんです。皆さんに期待しています。 

 さて、それでは、今回質問が４問ございま

す。傍聴に来られたフレッシュな皆様に我々

議員の仕事の一端がうまく伝わればいいなと

思いますので、答弁に当たる執行部の皆様に

は、前向きで積極的な答弁をどうぞよろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 まずは、ちょっと順番を変えまして、内灘町

のホームページについてというのから始めた

いと思います。 

 ホームページがリニューアルされたと聞き

まして、使ってみることにしました。内灘町の

ホームページ、画面がすっきりとして、色合い

もブルーを基調としたといいますか、クール

な感じでとてもいい印象を受けました。 

 そこで使ってみようと思い立ったときに、

手続、災害、困ったときといったもので早速調

べてみましたら、幾つか使いにくい点や気づ

いた点がありましたのでご指摘させていただ

き、町民皆さんが使いやすく有意なものにな

るよう作り上げられたらいいなと感じました。 

 気になったところを幾つかご指摘申し上げ

たいと思います。 

 その前に、皆様のほうに参考資料としまし

て１枚配付しておりますので、どうぞご参照

ください。 

 子育て世代の気がかりなところで、例えば

土日祝日に子供が急に熱を出したときなどを

想定しまして、休日当番医を調べてみること

にしました。 

 まず、「休日当番医」というバナーを探しま

して、それをクリックします。タップします。

「休日当番医リンク」というのがありました

ので、それをまたタップしました。また「休日

当番医」という、画面が変わってクリックする

場所があったのでタップしました。そしてよ

うやく「休日当番医一覧＜外部リンク＞」とい

うそこにたどり着けたので、そこをタップし

ました。そこでようやく休日当番医のその予

定にたどり着けたんですね。 

 この大事な子供のために急いで知りたいと

思うときに４回以上のアクションを求めるの

は、ちょっとひどいなというふうに感じまし

た。 

 このことを打合せでお伝えしましたら、す

ぐに改善していただけたようですので、現在

は、パソコンからもスマートフォンからもワ

ンクリックで休日当番医の予定表にたどり着

けるようになりました。 

 表示されたその画面に、求める情報が表示

されることが理想だと思います。画面をスク

ロールさせたり何度もタップするのは、皆さ

ん面倒だと感じ、時にはホームページ内でど

こで何をしていたか、迷子になったりしてし

まいます。ホームページ全体を見渡してみて、

できるだけタップ数を減らしたり、画面の遷

移回数を減らすように改善できないものでし

ょうか。 
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 同様に婚姻届手続、ちょっと興味あったの

で進んでみたんですが、決してたどり着かな

かった点も改善されていました。 

 サイトがまた文字ばかりで図示されていな

いとなりますと、細かい文字を読めない方に

はとてもつらいということで、書類とかそう

いうものに、資料をダウンロードするという

ことでリンクは張ってあるんですけれども、

概略図がそこに、横にあると、絵で簡単に図示

してあると丁寧で分かりやすいねとお話しし

たところ、改善された箇所もあり、担当者のス

ピード感に感激いたしました。 

 また、トップページのほうに「ページＩＤ検

索」というのがありますので、これどうやって

使うのかということで尋ねましたら、広報う

ちなだの記事と連携しているということなん

ですね。これちょっと必要なのかなと思いま

した。必要だとしても、画面におけるその配置

と大きさに工夫が必要なんじゃないかなとい

うふうに思いました。 

 ワード検索、ちょっと分かんないです。ワー

ド検索ということでサイト内を探せるのかな

と思ったんですが、そのサイト内での検索結

果とは違い、一般的な検索結果が出てきてい

たんですね。でもこれが、どうなのか分からな

いですけど、サイト内検索ということで変わ

ったように思います。 

 また、災害関連で調べてみました。 

 防災情報バナーをクリック、「避難するとこ

ろ」をクリック、「指定緊急避難場所」という

ところをクリックするとＰＤＦファイルへの

リンクがあるので、クリックしてダウンロー

ドし、ようやくその避難場所一覧にたどり着

くことができました。 

 しかしこれ、スマートフォンで見ると物す

ごい小さいですね。物すごい小さい。ぎゅっと

なったようなものに見えます。ピンチアウト

（指先を広げる動作）を数回こうやって、よう

やく見ることができました。 

 緊急災害対応できる種別でマル・バツ表示

されているのですが、表示を大きくしました

ので、結局スマホの画面だと、どこの場所がど

れに対応しているのかというのを、右へやっ

たり左へやったりということで非常に確認し

にくいものでございました。 

 幾つもあるんですけど、まだもうしばらく

我慢して聞いてください。 

 両親の介護について相談したいというふう

にちょっと仮定をしまして調べてみました。 

 「くらし・手続き」ナビというところの下に

ある「相談」というバナーをクリックしまし

た。「介護予防・介護相談」、囲みがありまし

てそこの中にリンクがあったんでクリックし

ます。「地域包括支援センターにお気軽にご相

談ください」というページがあったので、そこ

のリンクをタップしまして、「地域包括支援セ

ンター 代表」というところをクリックして、

電話がかけられるんかなと思ったら、そのリ

ンクをタップするとまた違う画面に遷移する

わけですね。最終的には、電話番号の表示と

「メールでのお問い合わせはこちら」のリン

クしかありませんでした。 

 また、最後のページ、「包括支援センターに

お気軽にご相談ください」のページの最後の

右囲み下に「手続き申請」というものがありま

して、どんな申請ができるんかなと思って調

べてみますと、最終的には申請手続につなが

っていないという現状がございました。これ

は最終的に結局、電話をかけないと話になら

な０いんじゃないかというふうに感じました。 

 じゃ、次に、旅行者の立場で調べてみまし

た。 

 トップページの流れる写真に好感を覚えま

したので、これどうなるんかなということで

タップしても何も変化がありません。宿泊先

一覧や観光スポット、観光案内所など明確な

ものは見当たらず、随分と下へスクロールし

たところで流れる、その下のほうに時間を置

くと流れるバナー、この中にようやく観光協

会や海岸の案内というのがありました。 
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 メニューをタップしてみればようやく「観

光・産業」の文字がタップできるようになるん

ですが、唯一掲載される海岸には、人けがない

とても寂しい写真が掲載されているんです。

ちょっと観光面で心配です。旅行者や内灘町

に興味を持っていただいた方に「内灘海岸へ

行ってみたい」と感じていただけるよう、情報

量を増やすなど改善ができないものでしょう

か。 

 これ実はホームページ、外国語にも対応し

ていまして、グーグル翻訳を使って英語、韓国

語、ベトナム語に対応しています。これはすご

いなと思って変換してみますと、これ実はリ

ンクがほとんどが切れていて、欲しい情報に

たどり着くことはこれは絶対できないなとい

うふうに、残念ながら感じました。 

 また、議会だよりというのを議会で発行し

ているんですが、この議会だよりを確認して

過去の一般質問など見てみようと思いました

が、５年くらい前のものしか見られませんで

した。例えば昔の資料については、図書館のよ

うな、書庫のようなアーカイブ機能もありま

せんし、完全に見られない状態でした。一時期

見られたんでタップしてみたら、142号などは

ファイルが破損していてダウンロードできな

いという状態もありました。 

 町からすれば古い情報は必要ないのかもし

れませんが、議会や町の歴史、誰がどんなこと

をしてきたか、町の発展の記憶を容易に確認

できるツールですから、町民に対しては常に

公表しておくべきだと感じましたが、皆さん

はいかがお感じになりますでしょうか。 

 一度公表された情報については、いつでも

検索できるようにしておくのがいいなと思い

ました。開かれた内灘町にしていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 参考資料をここでご覧ください。２点例を

挙げてご指摘申し上げたいと思います。 

 １番は、アクセスする媒体によってホーム

ページの見え方が異なるという点です。パソ

コンとタブレットと携帯──スマートフォン

ですね。見て比べてみたんですが、スマートフ

ォンの縦で見る場合はきれいに映ります。た

だ、横にするとその形が大きく崩れたり見え

なくなったりするというのがございます。パ

ソコンについては、画面にきれいに収まるん

じゃなくて、最初、冒頭に言いました写真がず

れて出ているとかね。ちょっとずれています。 

 ２番目については、情報が古く、誤植が見ら

れるということで、ダウンロードした土砂災

害防災マップやったかな、これの地図に、パソ

コンで見るとカーソルが、がーっと動いたと

きの矢印がたくさん残った状態で掲載されて

います。また、消防署も白帆台にはなく、鶴ケ

丘にございます。 

 一つ一つご指摘申し上げますと切りがない

ように思いますのでまとめていきますと、町

民に正確な情報を提供するためにも、掲載情

報の確認と更新、リンク先の情報の確認など

定期的に行っていただいたほうがよいのでは

ないでしょうか。 

 本来、窓口や電話や紙媒体で対応していた

町民向け広報と手続をホームページ、オンラ

イン上で提供するということが主な目的だと

思います。ホームページは、町民向け行政サー

ビスの向上と、職員の皆様に向けた業務の効

率化を図るための重要なツールであることに

違いありません。加えて、紙媒体では伝え切れ

ない詳しい情報や緊急情報などを伝えられる

のが、このホームページであると思います。 

 しかし、そのホームページが機能せず、町民

が皆、代表電話に電話するということになれ

ば、お互いに手間なことをしなければならず

意味をなしません。 

 私は、職員の皆様には、業務の効率化を図

り、より有意義なやりがいのあるお仕事をこ

なしていただきたいと思っております。ホー

ムページを使えば町民ニーズに応えられるよ

うな手続が行える、また、役場に行かなくても

よくなるくらいのものにグレードアップして
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いただきたいなと思います。 

 川口町長は、ホームページの機能、役割やそ

ういったものについていかがお考えでしょう

か。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆様、おはようござい

ます。 

 内灘高校生徒会の皆様、傍聴ありがとうご

ざいます。 

 さて、日に日に春めいてまいりましたが、三

寒四温といいますか、まだまだ寒暖差の激し

い時期でもございます。また、新型コロナウイ

ルスの変異株「オミクロン株」の感染者が急激

な勢いで増加をしております。議員の皆様を

はじめ町民の皆様にはいま一度、感染予防と

体調管理には十分留意していただきますよう

お願いを申し上げます。 

 それでは、磯貝議員の質問にお答えいたし

ます。 

 町のホームページは、各種情報の提供や町

の魅力を発信する大変重要なツールの一つで

あると考えております。 

 町では現在、ＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）推進計画の策定を進めており、そ

の中で、デジタル技術の活用によりホームペ

ージの機能アップを進める予定でございます。 

 来年度は、ホームページで行政手続が可能

となる電子申請の導入や、ＡＩチャットボッ

トによる住民からの問合せ対応などを予定し

ております。また、常に新しい情報発信に努

め、町民の皆様の利便性向上につなげてまい

ります。 

 なお、議員ご指摘の点も含め、分かりやす

い、使いやすいホームページとなるよう、その

都度検証しながら改善してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 前向きなご答弁、大変

光栄でございます。 

 やっぱりホームページが内灘町の顔として

出る以上は、よそからの移住者とか、例えばア

クセスがあったときに魅力的でないと、町っ

てこんな冷たいもんかなというふうに誤解を

されかねないので、非常に大事だなと思って

おります。また今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、２問目に参りたいと思います。 

 かほく市、津幡町、内灘町の１市２町で運営

されております河北斎場がございます。利用

される方も、河北郡市のほか他地域からの利

用者もおられます。 

 河北斎場へのアクセス道路は、主に利用さ

れているのが、葬祭ホールのある交差点から

海側へ下っていき、丁字路を左折していく道

路、これを今この場では「かほく市側」と呼び

ます。もう一つアクセス可能な道路は、白帆台

団地から進入する道路、これを「白帆台側」と

呼びます。これがございます。 

 どちらも道幅、幅員が狭いので、擦れ違う車

両同士、とても気を遣います。特に参列者を乗

せた大型バス等で乗用車と擦れ違うときには、

どちらかを待っていなくてはならないほど配

慮が必要な道路でございます。 

 今後、河北郡市の高齢化がより進むことで、

斎場の利用者も増えるのは明らかでございま

す。大げさかもしれませんが、河北郡市の皆様

が心穏やかに故人を送れるよう、安全の確保

と良好な環境維持をお願いしたく、今回の質

問をさせていただきます。 

 斎場へのアクセス道路は、白帆台側もかほ

く市側も幅員が狭く、交差の際に余裕があり

ません。大切な故人を乗せた車両が傾きや凸

凹で揺れたりすると、ご遺族・参列者において

は大変憂慮されることでございます。交差に

支障のないよう拡幅できないか、お尋ねいた

します。 

 かほく市側にある丁字路は、草木等で、特に

夏場に見通しが悪くなります。危険が増しま
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すし、「交差する車が来たらどうしよう」とと

ても心配しながら左折して進むことになりま

す。また、道路が海側に傾斜していたり、ひび

割れなど損傷が多く見られます。故人を送る

斎場への道すがら、参列者が冷やっとしない

よう改善し、安全を図れないか、お尋ねいたし

ます。 

 改めて、かほく市側と白帆台側双方からの

アクセス道路の拡幅が可能なのでしょうか。

また、できれば、かほく市側約200メートルだ

けでも可能なのかお尋ねしたいのと、見通し

の改善と路面の改善がどのように行われるの

か、２点をお尋ねいたします。 

○議長【清水文雄君】 上前浩和都市建設課

長。 

〔都市建設課長兼北部開発推進室長補佐 上前浩和君 登壇〕 

○都市建設課長兼北部開発推進室長補佐【上

前浩和君】 ご質問にお答えします。 

 河北斎場へのアクセス道路の幅員につきま

しては、狭いところで、白帆台側の幅は４メー

トル、かほく市側は5.1メートルであります。 

 町では以前より、河北斎場に対し、車の利用

につきましては白帆台側の道路ではなく、か

ほく市側の道路をご利用いただくよう依頼し

ております。 

 ご質問の白帆台側、かほく市側の道路の拡

幅につきましては、現在のところ考えており

ません。 

 しかしながら、町では、このアクセス道路も

含めた白帆台以北の農地につきましては、北

部開発促進協議会と共に、圃場整備の事業手

法など農業基盤整備に向けた情報収集、検討

を行っているところであります。 

 その中で、道路整備を含め圃場整備を一体

的に整備することが、費用対効果において最

大の効果があると考えております。 

 しかしながら、コロナウイルス感染症の影

響により、現在、協議会の活動が中断している

状況であります。この状況が収束しましたら

協議会と共に活動を再開し、議員ご質問のア

クセス道路も含め北部開発の検討を進めてま

いります。 

 次に、丁字路の見通しの改善と路面の改善

についてお答えいたします。 

 かほく市側の丁字路の見通しにつきまして

は、カーブミラーが見えるよう、周辺樹木の繁

茂状況を確認しながら枝落としなどの管理を

行っております。 

 次に、道路の路面状況につきましては、白帆

台側にひび割れがあることを確認しておりま

すが、現状、車両の通行に支障がないと判断し

ております。 

 町としましては、今後も安全に車両が通行

できるよう丁字路の見通しや路面の状況確認

など行い、適切な維持管理に努めてまいりま

す。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 答弁ありがとうござい

ました。 

 実はこれ、皆さんご存じだと思いますが、平

成30年９月に米田議員の一般質問でも同様な

ことが聞かれており、同じような回答でござ

いました。そこから約４年たっていますが、一

向に進んでいないという現状が理解できまし

た。今後、事故等のないようにとても慎重に運

用をしてかなきゃいけないんじゃないかなと

いうふうに懸念しております。 

 次ですが、白帆台側のアクセス道路の話で

すが、先ほど、斎場側にはかほく市側からの運

行をということで依頼しているということで

したけど、過去の大雪で不通となったことが

あると伺いました。今年の積雪時においても

深いわだちが残っていました。 

 故人は河北郡市の方だとしても、他地域か

らの参列者も少なくありません。こういった

例からも、事故や火葬遅延などのトラブルが

起こらないよう除雪への配慮が必要ではない

でしょうか。 

 また、大雪で白帆台方面からアクセス道路

の除雪が十分でありませんでしたので、改善
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できないものか、お尋ねいたします。 

 あわせて、当該箇所には案内看板がござい

ません。設置するお考えはあるか、お尋ねした

いと思います。 

○議長【清水文雄君】 上前課長。 

〔都市建設課長兼北部開発推進室長補佐 上前浩和君 登壇〕 

○都市建設課長兼北部開発推進室長補佐【上

前浩和君】 ご質問にお答えいたします。 

 町では、県道高松内灘線から河北斎場まで

つながるかほく市側のアクセス道路を除雪の

１次路線に位置づけ、必要に応じ、除雪を行っ

ております。 

 議員ご質問の道路につきましては、冬期間、

車の利用が少ないことから、除雪については

考えておりません。 

 次に、河北斎場までの案内看板につきまし

ては、事業者であります河北郡市広域事務組

合の判断となりますので、町としましては、事

務組合へ案内看板設置の働きかけをしたいと

考えております。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 答弁ありがとうござい

ました。 

 ここはあまり使われていないということで

除雪もされないし、看板については斎場のほ

うの判断ということだなということで分かり

ました。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 ＧＩＧＡスクール運営支援センターについ

てということで、感染症の影響で学校が休校

となった子供たちがノートパソコン端末を持

ち帰ってきまして、オンライン授業を行いま

した。内容は、アクセスの確認・点呼、体調管

理とお知らせが主な目的で、完了後、「それで

は元気に会いましょうね」ということで終了

されていました。 

 自分自身がちょっと思ってた、期待してた

オンライン授業とは違っていたのでちょっと

戸惑ったんですが、現状を受け止めて、これは

どうしてなのかなと感じました。 

 先生方の仕事量は多岐にわたり多忙でいら

っしゃると伺いますので、スクール・サポー

ト・スタッフやＩＣＴ支援員など支える側が

不足しているのではないかと思い、１問目を

検討しましたが、活動時間は減るものの１名

増員ということで次の予算のほうに提示され

ていましたので、質問を割愛させていただき

ます。 

 各地域でも教育現場のＩＣＴ支援員が不足

していると伺っております。スキルある方を

積極的に募集して、今後のデジタル教育の礎

を固めていけないものでしょうか。お尋ねし

ます。 

○議長【清水文雄君】 桐山一人教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 ご質問にお答えいた

します。 

 町では令和２年度に、町立小中学校におけ

るＩＣＴを活用した教育の推進に必要な調査、

研修を行うため、各小中学校の情報担当教諭

等で構成する内灘町ＩＣＴ教育推進協議会を

設置しております。教職員の情報機器及び教

材用ソフトの活用に関する研修を行うことで、

学校間での格差解消に努めてまいっておりま

す。 

 また、令和３年度より、教員ＯＢによるＩＣ

Ｔ指導教員を１名配置し、町立小中学校を週

１回以上訪問することで、ＩＣＴ機器等の取

扱いの指導や、きめ細やかな授業支援を行っ

ております。 

 今後につきましても、町ＩＣＴ教育推進協

議会と指導教員が連携し、ＩＣＴを活用した

指導方法の研究など、指導力向上に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。 

 協議会として、スタッフの方が１人学校を

週１回以上訪問するということで、ＩＣＴの
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普及といいますか、に努めていらっしゃると

いうこと、分かりました。 

 それでは、国の補助金事業にはＧＩＧＡス

クール運営支援センターの整備事業がござい

ます。この事業ではＩＣＴを支援する人や企

業とのマッチングも行っており、ＩＣＴに詳

しい人材につき、県内では不足していても、全

国的には積極的に取り組む企業などもあるの

ではと感じました。 

 文科省の当該担当部署に確認してみますと、

自治体独自で運営する場合と周辺自治体とで

協力して行うものとがありまして、どちらの

方法で行うかについては各自治体で判断する

とのことのようでした。 

 さて、内灘町として単独で企画して運営を

考えていかれるのか、それともかほく市、津幡

町との連携、あるいは４市２町の連携中枢都

市圏など広域的な取組となるのでしょうか。

お尋ねしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 ご質問にお答えいた

します。 

 ＧＩＧＡスクールのタブレット端末につき

ましては、県及び県内市町による共同調達で

整備をしたため、１台当たりの端末代金が安

価になっただけでなく、令和３年４月から５

年間は、納入業者によるお問合せ窓口で端末

の不具合や使い方の質問を無償で対応するサ

ービスが含まれております。 

 また、授業支援ソフトについても、お問合せ

窓口や操作説明のインターネットサイトを無

償で利用することが可能となっております。 

 県内市町の多くが同じ端末や授業支援ソフ

トを使用しており、県教育委員会による研修

や指導も行われております。 

 以上のことから、ＧＩＧＡスクールに関わ

るサポート体制は既に整備されており、国の

補助事業を活用した運営支援センターを、単

独または他市町と連携し整備する予定はござ

いません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございまし

た。 

 県による共同調達によって、よい効果がこ

こで出ていたということが明らかになりまし

たので、これすばらしいなというふうに思い

ます。 

 先ほど言われた団体と、その教員の、教諭さ

んの方とそれがどんどんどんどん、それと県

の対応を利用していただいて、子供たちある

いは先生たち、有用に使っていただけるよう

にどんどんどんどん進歩していって使ってい

ただきたいなというふうに思います。それで

はよろしくお願いいたします。 

 最後の質問に移ります。 

 地域おこし協力隊についてということです。 

 内灘町初の地域おこし協力隊隊員を採用し、

はや２年半が過ぎました。令和４年８月に３

年の任期が満了いたしますが、さらなる隊員

を募集して、引き続き町の課題に取り組んで

はいかがでしょうか。 

 隊員の才能や能力を十分に生かして、斬新

な視点で地域支援活動にチャレンジしてもら

う、これが地域に新しい刺激に、活力を再生す

ることになるのではないでしょうか。 

 新たな地域おこし協力隊の募集を行うお考

えはとお尋ねしようと思いましたが、当初予

算にも継続して取り組む内容が示されていま

したし、先日町長がおっしゃった町政に対す

る所信の一端においても地域おこし協力隊を

引き続き設置するとの言葉がありましたので、

割愛させていただきます。 

 協力隊員が一人でその設置するという前提

の下で質問していきたいんですが、協力隊員

が一人で課題を解決していくことにもメリッ

トはたくさんあることと思います。しかし、こ

の新天地へ訪れてきた隊員が内灘町の地域課

題に取り組むとき、右も左も分からなくなり、
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不安や悩みを抱えることもあるかと思います。 

 そこで、同じ志を持つ仲間がいれば心強く、

課題解決への前向きなアイデアもたくさん浮

かぶことだと思います。何もかも一人でこな

さなきゃならない事務量も分担できますので、

どんなに助かることでしょうか。 

 上述したように、協力隊員募集に際して配

慮が必要な点など踏まえた上で、協力隊員の

能力を遺憾なく発揮するに当たり、複数名の

募集を行えないものでしょうか。 

 総務省においても地域おこし協力隊員の増

強をもくろんでいます。人口減少が進む地方

自治体にとっては、何とも心強い制度だと思

います。ぜひ複数名の採用を検討できないも

のでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長【清水文雄君】 長谷川万里子地域産業

振興担当課長。 

〔地域産業振興課担当課長兼観光振興室長 長谷川万里子君 登壇〕  

○地域産業振興課担当課長兼観光振興室長

【長谷川万里子君】 ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 地域おこし協力隊につきましては、地域の

課題に取り組むために移住してきた隊員が引

き続き地域に定住、定着することを、この制度

の趣旨としております。 

 そのため、隊員の募集に当たりましては、地

域がどのようなサポートを必要としているの

かを明確にし、また、隊員の希望とマッチング

させることや、活動が離任後の定住、定着に結

びついていくかを考慮する必要がございます。 

 したがいまして、複数名の隊員の募集につ

きましては、現隊員の今後の状況なども見な

がら慎重に検討してまいりたいと、このよう

に考えております。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 今のお話でしたら様子

を見てということですが、何分難しそうな雰

囲気がございました。 

 隊員も悩み事がたくさんあるでしょうし、

課題解決というのは本当に周りの市町と連携

しての話になりますので、なかなか新しい新

天地での活動、最初は大変かなと思います。 

 募集に際しては、先ほど申されたように、町

の取り組みたい課題を明確に示されて、希望

者のチャレンジとの整合性など十分に話合い

を進めて満足のいく事業を遂行していただい

て、内灘町を大好きになっていただければと

思います。 

 未来を担う新成年たちがふるさとに希望を

持てるよりよいまちづくりをお願いいたしま

して、私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長【清水文雄君】 ２番、西尾雄次議員。 

   〔２番 西尾雄次君 登壇〕 

○２番【西尾雄次君】 議席番号２番、立憲民

主党の西尾雄次です。 

 令和４年３月会議において、一般質問の機

会をいただきましたので、町政において当面

する諸問題の中から２点の課題について一問

一答方式で質問を行います。 

 今般、私が行います質問の第１点目は、教育

行政における民意反映の意思について問うで

あります。そして第２点目の質問は、デジタル

化時代に対応した町施設の環境整備を図れで

あります。 

 これらの２点の質問を以下順次行うもので

あります。 

 それでは早速、質問の第１点目である教育

行政における民意反映の意思について問うの

質問に入ります。 

 私のこの質問は、今からちょうど２年前に、

当時の安倍総理大臣の要請を受ける形で令和

２年３月２日から本町の小中学校が一斉休校

に入ったことに関して、その決定に至る経緯

を問う中で教育委員という民意を入れてその

決定をしたのかと、開催中であった内灘町議

会の一般質問で問いただしたところ、当時の

久下教育長が「現場からすれば乱暴な決定で

あったことは間違いないと思いますが、国の
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総理がここまで覚悟を決めて言っていること

に対して、それを民意を入れてゆっくり話を

して結論を出せばいいというのは、私は違う

んじゃないかと」と、そのように答弁されてい

たことに関して、義務教育が、つまり人間にと

って極めて重要な基礎教育である小中学校の

教育が、それを守るためにつくられている憲

法や幾つもの法律の規定を逸脱して、休校の

決定に関して法的には何の権限もない総理大

臣の一言に無条件に、あたかも条件反射のよ

うに従って休校を決定した本町教育行政の決

定の在り方に深刻な危機感を抱くからであり

ます。 

 新しく桐山教育長を迎えた本町教育行政に

おいては、今後、新型コロナ感染症に対したよ

うなこうした緊急の休校措置決定の機会に遭

遇した場合には、安倍総理大臣のような権力

者が言ったからといって即座に休校措置が決

まるというような、いわゆる人治主義ではな

く、憲法、教育基本法、地方教育行政法、学校

教育法、学校保健安全法といった憲法典を頂

点として形づくられている法体系の規定にの

っとって決める、いわゆる法治主義に基づい

て決められることを望むからであります。 

 日本国憲法には、日本国民の教育を受ける

権利と、教育を受けさせる義務についての規

定があります。具体的にその条文には何と書

かれているかと申しますと、憲法第26条第１

項、「すべて国民は、法律の定めるところによ

り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける

権利を有する」とあり、そしてその第２項には

「すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義

務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と

いうふうに記されているのであります。 

 つまり、日本国憲法には、義務教育というも

のは、全てこれは法律の定めるところによっ

て行わなければならないと明確に規定されて

いるのであります。 

 そして、この憲法の規定を受けて教育基本

法という法律が制定されており、その教育基

本法の下に、学校の設置者などを定めた学校

教育法や、児童生徒の学校における感染症対

策などが定められている学校保健安全法、そ

して地方教育行政に民意を反映させる規定な

どが定められている地方教育行政法、正式名

称は地方教育行政の組織及び運営に関する法

律といいますが、これらを含め、教育に関する

膨大な法律の数々によって緻密な法体系が構

築されているのであります。 

 第二次世界大戦前の我が国の地方教育行政

は、国から任命されて地方にやってくる地方

長官、これは現在の都道府県知事に当たりま

すが、この地方長官である知事の指揮の下で

市町村長が地方教育行政を担うという形態で

行われておりました。しかし、第二次世界大戦

後は教育民主化の一環として、俗に「レイマ

ン・コントロール」と呼ばれる教育委員会制度

が導入されたのであります。 

 ご承知のとおり、「レイマン」という言葉は、

それを翻訳しますと素人とか門外漢という意

味でございます。つまり、教育行政に関して

は、直接的には門外漢である、あるいは素人で

はあるけれども人格が高潔で教育や学術とい

ったものに対して高い見識をお持ちの方々が

教育委員として選ばれ、それらの委員さんた

ちが合議制の会議の中で物事を決する教育委

員会制度がつくられたのであります。 

 つまり、戦後の教育制度改革の中で誕生し

た教育委員会制度とは、地方の教育行政にお

いては、教育委員さんたちの協議と合意を基

本に教育の方向性を決定することを基本とし

ているのであります。それによって見識のあ

る民意が教育の指針決定に反映されることこ

そが適切とされてきたものでございます。 

 とはいえ、教育と呼ばれる社会が担う重要

な営みを素人や門外漢にだけ任せていればよ

いというものではもちろんありません。 

 言うまでもないことでありますが、教育と

いう活動は、専門知識と練達した技術なしに
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は到底成り立つものではございません。その

意味では教育というものは極めて高度な知的

活動であり、また、教えるということに関し

て、教師は専門的なトレーニングを重ねなけ

ればなりません。そしてまた、発達途上にある

子供たちに学ぶことの面白さや知ることの楽

しさを体験させつつ、彼ら彼女ら児童生徒に

基礎的な知識を涵養していけるよう、教師自

らがそんな自分をつくる研さんを重ねなけれ

ばならない営みなのであります。 

 つまるところ、地方教育行政とは、憲法を頂

点とする教育関係法規の定めるところに従い、

教育委員という一般社会人としての良識や見

識を代表する教育委員会という合議制の組織

のコントロールの下で、専門職としての教師

が高い教育技術と学びに対する熱い情熱を持

って児童生徒に対する、その優れた複合性の

中に営まれるものだと言えるのではないでし

ょうか。 

 地方教育行政のありようを律する根本法規

である地方教育行政法は2014年に改正されて、

各自治体に総合教育会議という、教育行政に

関して市町村長など首長と教育委員会との協

議の場が設けられました。 

 今般の新型コロナウイルス感染症対策での

一斉休校措置のように、教育委員会が専ら担

う事項である教育に関わる問題と、一方では、

町長部局が責任を持つ事項である健康や福祉

に関わる問題がふくそうした場合に、その政

策を議論する場としても活用できるものであ

ると認識をいたしているのであります。子供

たちの大切な義務教育をどう守るか、また、子

供たちのかけがえのない命や健康をどう守る

のか、教育委員会も町長部局も真剣に議論を

重ねるべき事柄でありました。 

 内灘町に限ったことではありませんが、残

念ながら、この総合教育会議が開かれたとこ

ろは寡聞にして聞いてはおりません。しかし

私がそれ以上に残念に思うのは、学校設置者

としての教育委員会が、法的に明確に位置づ

けされている教育委員会委員という民意に耳

を傾けることもなく、教育長が町の校長先生

方の話を聞いただけで、そのような重大な決

定をしたということであります。 

 法的な権限を持たない総理大臣の休校要請

という前代未聞の重大事であればなおのこと、

教育委員を介して良識ある町民の民意をその

政策に反映することこそが、法に基づいた教

育行政を担うものの使命であると思うのであ

ります。 

 そこでお伺いをいたします。学校保健法第

20条には「学校の設置者は、感染症の予防上必

要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部

の休業を行うことができる」と定められてお

ります。町立の全小中学校を突然に一斉休業

するという極めて重大な決定を下すに当たっ

て、教育委員会を開催することすらせず、まし

て本来なら開催すべきだったかもしれない総

合教育会議も開かずに済ましてしまったこと

に、教育行政を担う者として深く反省すべき

ことであると思うのであります。 

 2020年３月会議での町側の議会答弁にあっ

た「国の総理がここまで覚悟を決めて言って

いることに対して、民意を入れて結論を出せ

ばいいというのは違うんじゃないか」という

言葉こそ、真摯な態度で法治主義に立脚して

事態に対処すべき教育行政を担う者の在り方

として、それこそ違うのではないでしょうか。 

 高名な野球監督として知られた野村克也監

督は、選手を指導するときに、漢字で「失敗」

と書いて、そこに「せいちょう（成長）」と振

り仮名をつけたと聞いたことがあります。 

 総合教育会議を主宰する権限を持つ町長は、

今後生ずる可能性のある教育行政上の重大事

を決定するに当たって、本町教育委員会事務

局が教育委員という民意をその教育行政に反

映するよう、野村監督が「せいちょう」と振り

仮名をつけたように、しゃれた助言があって

もよいと思うのでありますが、その意思があ

りますかどうか、お伺いをするものでありま
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す。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 学校における全国一斉休業につきましては、

文部科学省より、令和２年２月28日付「新型コ

ロナウイルス感染症対策のための小学校、中

学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業について」の要請がございまし

た。 

 当町におきましては、臨時校長会にて休業

を決定し、３月３日以降、一斉休業といたしま

した。 

 総合教育会議につきましては、町長である

私と教育委員会で構成され、教育を行うため

の諸条件整備など重点的な施策、及び児童生

徒の身体保護における緊急の場合に講ずべき

措置について協議、調整を行うものでござい

ます。 

 町といたしましては今後、こうした事案も

含めて教育委員会と協議、連携しながら総合

教育会議の開催の判断をし、開催した場合に

は、教育と健康、福祉にまたがる政策の議論の

後、教育施策を決定してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 西尾議員。 

○２番【西尾雄次君】 答弁ありがとうござい

ます。 

 文科省から要請があった、それはそれ、事実

でございますが、それはいいですね。問題はそ

れを受けた後の、その法治主義の教育行政を

執行していく中で、町において定められてい

る、あるいは法律において定められている

様々な手続的なものが全く吹っ飛ばされてい

ってしまったということに、私は大きな将来

に対する危惧を感ずるわけでございます。 

 何度も申しますけれども、教育は、憲法から

教育基本法からといった大きな大きなピラミ

ッドのような法律の体系の中に位置づけられ

ているものでありますので、上からというか

文科省から要請があった、それを受けた後で

も、学校保健安全法とかそういうものの手続

とかを教育委員会を介してしっかりとそのプ

ロセスを踏んでやっていくところに教育の民

主化が守られるのではないかと、そのように

思うわけでございます。 

 今ほどの町長の答弁で、そういうふうに今

後はしっかりと教育委員の議を経て対処して

いきたいと考えているということでございま

すので、そのようによろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、第２点目のデジタル化時代に対

応した町施設の環境整備を図れの質問に移り

ます。 

 平和に暮らしていたウクライナ国民の領土

にロシア軍が突如として侵攻し、ウクライナ

の無辜の民に多数の死傷者が出続けていると

連日のように報じられています。 

 ウクライナ国民に甚大な被害と悲惨な事態

をもたらした今回のロシアの行動は、明らか

にウクライナの主権や国家の一体性を侵害し、

武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であ

り、国連憲章に反するものであります。 

 この事態は欧州にとどまらず、日本が位置

する東アジアを含む、法の支配に基づく国際

秩序に対する重大な挑戦であり、その根幹を

揺るがしかねない見過ごすことのできない暴

挙であります。このようなロシアの軍事力に

よる侵略行為は断じて認められず、声を大に

して非難するものであります。 

 ロシア軍は、国際社会の強い自制の求めに

もかかわらず侵略行為を継続しており、首都

キエフを目前にしたところまで侵攻しており

ます。今後の推移いかんでは、キエフ市民への

被害の拡大も憂慮される状態にあります。ロ

シアに対して、即時に攻撃を停止して侵略軍

隊を撤収し、ウクライナに再び平和をもたら

すことを強く求めるものであります。 
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 さて、戦争と平和といえば、かつてドイツと

フランスは、ナポレオン戦争や普仏戦争、また

第一次世界大戦や第二次世界大戦と幾度とな

く戦火を交わし、互いに悲惨な戦渦にまみれ

続けてきました。しかし、第二次大戦後は、極

めて友好的な関係を築いてきて今日に至って

おります。それは一説には、第二次大戦後にド

イツの市や町と村とフランスの市や町と村が、

日本でいういわゆる姉妹都市のような関係を

縦横に結び合って極めて緊密な市民間交流、

いわゆる民間外交が展開されたことがその要

因の一つだと聞いたことがあります。 

 国家対国家となると往々にして国家間の理

念的な利害が衝突して対立感情があらわにな

る場合があるようですが、市民と市民という

ような個人間の民間交流では、利害の対立よ

りも人と人としての情愛に触れることが多く

なり、争いが生じにくくなるようであります。

そういった意味では、内灘に住んでいる外国

人の方々と友好的な関係を築くことは、微力

ではあっても大切な民間外交だと言えるので

はないでしょうか。 

 コロナ禍の中で、現在は来日外国人が激減

しております。それでもコロナ禍前から外国

人技能実習生がたくさん来日していて、本町

にも数多く住んでおられます。若年の労働力

が減少の一途をたどっている今日の日本社会

にあって、彼ら彼女らは日本の社会機能を維

持する貴重な労働力として、文字どおりエッ

センシャルワーカーとして大きな役割を果た

してくれていると思うのであります。 

 その外国人技能実習生が地域の人たちとな

じんで良好に生きられるためにそのお手伝い

をする、そんな活動を続けている日本語教室

が本町にあります。 

 この日本語教室は平成15年（2003年）に開設

されたもので、今年19年目を迎えるものであ

ります。全くのボランティアの人たちに支え

られたこの教室の存在は、ある意味では内灘

町の誇りでもあります。 

 そこでお伺いをいたします。町行政として

19年前から日本語教室開催に文化会館会議室

を提供し、その活動を陰ながら内灘町は支え

ているのでありますが、最近、一つの困難な事

態に遭遇しているのであります。 

 それは、社会のデジタル化が進展したこと

で日本語教室のテキストもペーパーレス化し

てきて、Ｗｉ－Ｆｉ環境が未整備なところで

は授業に支障が出るといった事態になってい

ることであります。 

 文化会館は大改修を終えた直後であります

が、新たに会議室となった部分のＷｉ－Ｆｉ

環境が未整備であることから、教室の開催に

難儀を来しているのでございます。そのＷｉ

－Ｆｉ環境整備に多額の費用を要するならば

次回の改修機会を待たねばなりませんが、経

費が比較的安価で済む、そんな整備手法が可

能であれば、このボランティアの人たちが丹

精込めてつくり上げつつある国際交流の活動

に側面から支援を行い、町行政として報いる

べきだと思うのであります。 

 また、デジタル化の波は今では広く深く社

会のあらゆる部面で進んでいることから、文

化会館に限らず各地区公民館や体育施設など

町施設の積極的なＷｉ－Ｆｉ環境整備を進め

るべきだと思うのでありますが、町としてそ

のようなお考えがあるかどうか、お伺いをす

るものであります。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 議員ご提案のデジタル環境の充実につきま

しては、施設の利用形態の拡大や学習環境の

拡充など、利用者のサービス向上につながる

重要な方法の一つと考えております。 

 文化のまち、また生涯学習推進のまちを標

榜しております内灘町といたしましては、今

後、文化会館のＷｉ－Ｆｉ環境整備を検討し

てまいりたいと思っております。 
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 また、その他の町施設につきましても、同じ

く検討をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 西尾議員。 

○２番【西尾雄次君】 極めて前向きな答弁を

ありがとうございます。 

 デジタル化の波の速さは非常なものでござ

います。この波に追いつかれないように、率

先、先んじてその環境整備に当たられること

を心からお願いをして、私の質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長【清水文雄君】 ９番、北川悦子議員。 

   〔９番 北川悦子君 登壇〕 

○９番【北川悦子君】 議席番号９番、日本共

産党、北川悦子です。 

 先ほど、磯貝議員、西尾議員からもありまし

たけれども、私も、ロシアが隣国ウクライナに

侵略して今日で１週間、国連憲章に違反して

いることは明白で、激しい攻撃で子供を含む

多くの人命が奪われている、これはとても胸

の痛むことであります。 

 世界中から、また日本国内からも、ロシアの

侵略をやめよの声を大きく上げて包囲し、軍

事行動を中止させたい。また、核による恫喝は

許されない行為だと思います。皆さんと連携

して、軍事行動を、侵略行動を阻止していきた

いと思っております。 

 質問に入っていきたいと思います。 

 最初に、内灘町の人口減少を町はどのよう

に捉えているのか、お伺いしたいと思います。 

 県も人口減少となってきていますが、全て

の市町村で減少となっているわけではありま

せん。お隣のかほく市は増えています。 

 町の10年間の人口推移から町はどのように

捉えているのでしょうか。まずお尋ねしたい

と思います。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 国勢調査における本町の人口は、2010年に

２万6,927人、2015年には２万6,987人と、前回

調査をピークにこれまで増加をしておりまし

た。しかしながら、昨年公表されました2020年

当該調査の人口確定値では２万6,574人とな

り、前回から413人の減少となりました。 

 社会動態では、転出は減少傾向が見られま

すが、転入についても、2014年以降、県営住宅

の建て替えに伴う入居制限などが影響して伸

び悩んでおり、転出超過となっております。 

 また、自然動態につきましては、死亡が増加

傾向に対し出生が減少傾向にあり、自然減の

状況が拡大傾向にございます。 

 一方、世帯数につきましては、前々回が１万

18世帯、前回が１万446世帯、今回が１万802世

帯と、主に単身世帯の増加や核家族化の進展

による増加傾向が続いております。 

 また、高齢化率につきましては、前回の24％

から今回は27％に増加をしております。 

 老年人口の増加は、過去の団地造成時の人

口流入による団塊ジュニア世代を含む45歳か

ら49歳までの年齢層が65歳に到達する2040年

まで継続するものと推測されます。少子・高齢

化がこのまま著しく進展しますと、生産年齢

人口の減少により、地域経済の縮小や社会保

障費の増大などにより行政サービスの低下を

招くおそれがあり、今回の人口減少について

は大変危惧しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 2040年、現在の45歳か

ら49歳の人たちが高齢化を迎える頃には大変

少子・高齢化の深刻な問題が出てくるという

町の人口ビジョンになってくるかなというふ

うに思いますが。 

 それでは、町としては、今後どんな取組を積

極的に進めていかなければというふうにお思

いでしょうか。お尋ねしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 
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   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 町では、第２期内灘町まち・ひと・しごと創

生総合戦略に基づき、町のさらなる魅力向上

と持続可能な地域社会の実現を目指して、子

育て環境の充実や、安全・安心な住環境の整備

等に取り組んで今現在おります。 

 今後、定住促進を図る上で、限られた町域内

において新たな宅地造成が見込まれない中、

中古住宅の利活用が大変重要になってくるも

のと考えております。 

 令和４年度からは、マイホーム取得奨励金

及び三世代ファミリー同居・近居促進事業補

助金で中古住宅の購入を補助対象に追加し、

制度の拡充を予定しております。また、空き家

利活用事業補助金についても対象要件の緩和

を予定しております。 

 こうした施策によって、町内における中古

住宅の需要を掘り起こし、子育て環境及び住

環境の充実との相乗効果によって、定住促進

及び定住人口の確保を図ってまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 どうしても、見ますと

ころ、かほくとか津幡なんかは広い土地があ

りますけれども、内灘町は限られた中でとい

うことになりますので、やはり中古住宅の活

用とか空き家バンクを活用してということに

なるかなということで、今まで中古なんかは

対象にならなかった部分も対象にということ

でだんだん拡大されて、内灘に家を持ちやす

くなっていくという点ではいいかなというふ

うに思っています。 

 内灘町を見ますと、以前も問題になってい

たかと思いますが、北部の市街化調整区域の

ところの問題が、やはりあそこがもう少し自

由に開かれてくると北部のほうも人が入れる

ようになるのかなというふうに思っています

が、質問に出してなかったので今回はしませ

んけれども。 

 そういう面で、内灘町の住むところの、空き

家や中古の家なんかを活用してやっていくと

いうところと、それに対していろんな助成金

を出していくというところと、もう一つ、子育

て、他町と比べて、やはり若いお母さんたち、

若い人たちはサービスのいいところへ移って

いくというところで、もっと内灘町はコンパ

クトであるという点で、そういう点で反対に

住みやすい、コンパクトであるからゆえに移

動も速くできるしというような点で利点をも

う少し宣伝をして呼び込んでいくように人口

を増やしていかれたらいいなというふうに思

っています。ぜひいろんな取組をそういう点

でもしていっていただけたらなというふうに

思っています。 

 いつでも誰もが住みやすいまちにしていく

ということが一番大事でありまして、今後も、

子育て支援のみでなく、高齢者も安心して住

み続けられるという、そういうまちへ、内灘町

はいいところよというところで取組をお願い

していってほしいというふうに思っています。 

 次の質問に移っていきます。 

 「子育てに教育費がかかり過ぎて負担が重

過ぎる。何とかしてほしい」、こんな声をお聞

きをしています。 

 子供は町の宝です。子供から元気をもらい、

町の活気にもつながります。もう一人子供が

欲しいけれども、お金がかかり過ぎると諦め

ている方、諦めた方もいます。先ほどもありま

したけれども、町の支援で子育てしやすい環

境をつくっていくことが必要だというふうに

思っています。 

 今回は、学校給食費と国民保険税の子供の

均等割の２点についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 今年の１月１日より、18歳までの子供の医

療費が完全無料化となりました。500円を持た

なくても受診できる、このことは親にとって



 －26－ 

大変助かります。 

 県の子供の医療助成は現在、通院は３歳ま

で、入院は小学校就学前。何と20年間変わら

ず、通院３歳までは全国で見ますと４県のみ

となっています。全国で最低クラスです。入

院、通院とも中学校卒業まで県が助成するよ

うに、町からも県にこの要望を上げていって

ほしいというふうに思います。そうすれば、県

の助成が拡大すれば、子育て助成の財源をつ

くることが可能になってくるかなというふう

に思います。 

 令和４年度には、新規に多子世帯の学校給

食費助成金600万円の予算が計上されていま

す。小中学校の児童生徒が３人以上いる家庭

に対し、年長者の学校給食費を全額助成とな

っています。 

 先ほど西尾議員からもありましたけれども、

憲法第26条に義務教育は無償とするとありま

す。全児童生徒の給食費は、本来なら無料とす

べきです。 

 お尋ねします。まず１番目には、小中学校に

３人以上いる児童生徒の給食費を無料とした

場合の助成額、２番目には、中学生全生徒を無

料とした場合、３番目には、全児童生徒を無料

とした場合の助成額をお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長【清水文雄君】 堀川教育部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 ご質問にお答えいた

します。 

 令和４年度の学校給食費につきましては、

多子世帯の子供全員を無料とした場合の助成

額は約1,700万円、中学生全員を無料とした場

合の助成額は約4,600万円、全児童生徒を無料

とした場合の助成額は約１億2,200万円とな

ります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 小中学校に３人以上い

る児童生徒の給食費を全部無料とした場合は、

あと1,700万円あればということになります

かね。 

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 はい。 

○９番【北川悦子君】 そういうことですね。

600万円が予算計上されているのは、３人以上

いても一番上の子１人だけということですの

で、何かややこしいので全部を、学校へ行って

いる３人以上の世帯の子供たち全部をしたい

なら、あと1,700万円あればできるというふう

に受け取っていいでしょうか。すみません。 

○議長【清水文雄君】 堀川教育部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 ご質問にお答えいた

します。 

 今回、多子世帯の子供全員を見ようとした

場合は1,700万円でございます。 

 今回計上させていただいているのは、３人

以上いるお子様を補助した場合には600万円

ということで差引きをしていただければ結構

かと思います。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 今、多子世帯の、３人

以上いる多子世帯で一番上の子１人だけ助成

をした場合は600万円要りますよと、そうじゃ

なくて多子世帯、３人以上いる児童生徒の給

食費を全部した場合は1,700万円かかります

よという理解でいいですか。 

○議長【清水文雄君】 堀川部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 議員のおっしゃると

おりでございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 ということは、あと

1,100万円あれば３人以上の、ややこしい一番
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上の子だけはとかいろんなことを、なかなか

計算も難しいかと思いますので、３人以上の

多子世帯には補助、助成しますよというふう

にしたほうがすっきりとして、誰もが分かり

やすいというふうになります。もしくは小学

生全部とかになると一桁違ってきますかね、

全児童生徒を無料にした場合。 

 ちょっとこの多子世帯の１人だけというの

がなかなか理解しにくいし、計算しにくい。３

人いるんだけれども、上の子が高校行ってし

まった場合にはならないというふうになりま

すね。 

 学校に在籍している小中学生が３人いる場

合が多子世帯の対象というふうに理解すれば

よろしいですか。 

○議長【清水文雄君】 堀川部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 お答えいたします。 

 内灘の町立学校に通われているお子様の多

子世帯の対象ということになりますので、高

校生等は対象とはなりません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 やはりあまりややこし

いことをせずに、すっきりと、３人以上は助成

しますよ、内灘町はすばらしいですよという

ことでしていただけないかなというふうに思

います。 

 本当に、多子世帯に給食費の助成の議案が

今回出されたことは、一歩踏み出した子育て

応援だと思っています。 

 では、県下ではどうでしょうか。第２子から

無料のところが志賀町とか中能登町、加賀市、

第３子から無料のところが津幡町、羽咋市、中

３のみのところが小松市というふうになって

います。また、就学援助給付の学校給食費につ

いては、全額助成が15自治体。あと４自治体で

すが、その中に内灘町も入っていて、内灘と津

幡と能登と七尾がまだ全額助成をしていない

というふうになっています。 

 どこがなってるから内灘はなっていないと

いうことになりますとなかなかあれなんです

が、財政的に厳しいと言ってしまえば何もで

きません。子育てにはお金がかかります。親も

本当に厳しい中で子育てに奮闘しています。

元気な子供たちを育てる源の一つに学校給食

があるのではないでしょうか。最大限の努力

が必要だというふうに思いますが、再度お伺

いをしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 堀川部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕 

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 ご質問にお答えいた

します。 

 現在、内灘町では、経済的に困難なご家庭に

は、就学援助費として給食費の約８割相当を

支出し、負担軽減を図っております。 

 また、給食費の無償化につきましては、現

在、実施する考えはございません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 職員たちもややこしく

なって頭が痛いようなことしないで、すっき

りと、３人の多子世帯のところに給食費は助

成しますよというようなことをもう一度考え

て検討していただくようお願いをいたしまし

て、次に、国民健康保険税の子供の均等割につ

いてお尋ねします。 

 令和４年４月、今年の４月より、国民健康保

険税の未就学児の均等割保険料の５割が公費

負担となります。 

 18歳まで半額にした場合、必要な予算をお

尋ねします。 

○議長【清水文雄君】 上出勝浩町民福祉部

長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 上出勝浩君 登壇〕  

○町民福祉部長兼保険年金課長【上出勝浩君】 

 質問にお答えいたします。 

 国民健康保険税の子供の均等割額を18歳ま
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で半額にした場合の必要額は約580万円とな

ります。 

 以上であります。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 内灘町の国民健康保険

はなかなか大変な財政というふうになってい

るかと思いますが、本当に高い国民健康保険

税、その上、収入のない子供に均等割がかかっ

てきています。納得し難い保険税というふう

になっていると思います。 

 580万円は未就学児の、これを引いた残りの

部分ですね。４月以降の小学校から18歳まで

というふうに考えればいいでしょうか。１歳

から、ゼロ歳からという意味でしょうか。すみ

ません。 

○議長【清水文雄君】 上出部長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 上出勝浩君 登壇〕 

○町民福祉部長兼保険年金課長【上出勝浩君】 

 質問にお答えいたします。 

 今ほど答弁した580万円につきましては18

歳まで全てとなりますので、今回計上してお

ります費用を差し引いた分が残りの必要額と

なります。 

 以上であります。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 差し引いた残りという

ことになりますのでそんなに多額ではないか

と思いますが、再度、町として独自に均等割を

半額に、18歳までという考えはないでしょう

か。 

○議長【清水文雄君】 上出部長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 上出勝浩君 登壇〕  

○町民福祉部長兼保険年金課長【上出勝浩君】 

 質問にお答えいたします。 

 国民健康保険税の均等割については、世帯

の所得状況に応じ、低所得者に配慮した軽減

措置が既に講じられております。 

 さらに、議員のご質問にもありましたけれ

ども、この４月からは未就学児の均等割を半

額にする制度が開始いたします。また、18歳ま

で半額にするための財源を一般会計から法定

外繰入れすることにつきましては、他の健康

保険制度を利用されている住民の方にご負担

いただくことになり、公平性や平等性の観点

からも難しいと考えております。 

 これらのことから、町独自による18歳以下

の均等割を半額にすることについては、現在

のところ、実施する考えはございません。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 国のほうも均等割を就

学前まで半額にしてきたということが、収入

のない子供に均等割を課すのはやはりおかし

いというふうに、国もそれはおかしいという

ことで半額助成が出てきたんじゃないかなと

いうふうに、知事会のほうもやはりこういう

運動をしてましたので、じゃないかなという

ふうに思います。 

 本当に国民健康保険税だけが、いつも言っ

ていますが、こうした収入のない子供たちに

も均等割というような税がかかるというとこ

ろで、社会保険とかほかの保険にはない制度

ですので、また検討をぜひしていただきたい

というふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 中学校の女子トイレに生理用品をというこ

とで、すみません、連続で何回も言っているん

ですが、今回は教育長も替わりましたのでぜ

ひ桐山教育長のお考えをお聞きしたいなとい

うことで、今回も生理用品のトイレに設置を

願って質問をさせていただきます。 

 トイレに入ればトイレットペーパーはどこ

でも使用できます。ところが生理用品は置い

てありません。駅のトイレなどは、必要な人は

自動販売機で購入しなければなりません。女

性に生まれたから仕方がない問題なんでしょ

うか。 

 コロナの影響で貧困に陥った人や学生から、

生理用品も買えないという声が上がりました。

全国で学校のトイレに生理用品を置いてほし
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いという声が大きくなり、トイレの個室に生

理用品が置かれるところが増えてきています。

石川県でも金沢市や羽咋市で置かれていると

思います。 

 衛生的でないという、一番最初の質問のと

きには答弁をいただきました。現在、保健室に

行かないと必要な人はもらえません。貧困の

ため取りに来る生徒はいないというこの前の

教育長の答弁でした。 

 都立学校では、保健室での手渡しから女子

トイレに設置したところ、使用が160倍になっ

たとあります。校長は、これだけの数が出てく

ることはニーズがあったということで、生理

用品に限らず生徒たちのいろんなニーズを拾

い上げていくことで生活しやすくなり、本来

やるべきことに集中できる学校になりたいと

いうふうな記事がありました。 

 必要なとき保健室まで行かなくても済むよ

うに、トイレの個室に生理用品を試験的にま

ず置いてほしいと思いますが、教育長、答弁を

お願いします。 

○議長【清水文雄君】 堀川教育部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 ご質問にお答えいた

します。 

 中学校におきましては、生理用ナプキンを

保健室で配布することにより、必要とする生

徒数の把握や、生理の貧困が起きていないか

などの確認を行っております。 

 また、配布の際に養護教諭が生理に関する

助言、指導を行うなど、きめ細やかな対応がで

きるため、今後も保健室で配布することとし、

トイレへの配置は考えてございません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 一度も試験的に置いて

みないで、保健室に取りに来て、そのときに生

理についていろいろお話をしたりするという

ようなことを言われてますが、取りに来ない

人にも生理についてのお話はとても大事なこ

とだというふうに思います。 

 何度も言ってますが、保健室に取りに行か

れる子と取りに行かれない子がいるかと思い

ます。行かれる子は、活発でどんどん取りに行

ったりしてできるかなというふうに思います

が、でも本当に利便性を考えれば、本当はトイ

レットペーパーがもしなくて「トイレに行き

たいときはトイレットペーパーを取りに来て

ください」と言ってるのと同じような意味合

いだと思うんですが、今は全部にあるからそ

んなことを感じないかと思いますが、一々保

健室へ行って「トイレットペーパー下さい」

「何センチ下さい」なんて言ってもらってく

るようなことは、今どこのトイレにも置いて

ある時代で考えるとばかばかしいような、ト

イレに置いてあるのが当たり前なのにわざわ

ざ取りに来るということはおかしいと、違和

感を感じますね。それと同じように、女性にと

っては生理用品がトイレに置いてあるという

ことは大変助かることなんです。 

 一度試験的に置いてみて、どれぐらいニー

ズがあるのか、置いてみたけれども最初のう

ちはあまり使わないかもしれないけど、便利

だということで皆さん使ってもらえれば、ト

イレのトイレットペーパーと同じく助かると

思いますので、本当に試験的にやってみると

いうことをして、その上で、やってみたけれど

も、生徒たちにもお話を聞いたけれども、こん

なもんやっぱり保健室に置くべきだというこ

とであればいいかと思いますが、置きもせず

に保健室だというのは、やはりおかしいかと

思いますが、いかがですか。再度お願いしま

す。 

○議長【清水文雄君】 堀川部長。 

〔教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調理場所長 堀川竜一君 登壇〕 

○教育部長兼学校教育課長兼学校給食共同調

理場所長【堀川竜一君】 ご質問にお答えいた

します。 

 繰り返しになりますけれども、町では、配布



 －30－ 

の際に養護教諭が生理に関する助言、指導を

行うなど、きめ細やかな対応ができるため、今

後も保健室で配布することとしまして、現在

のところ、トイレへの配置は考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 大変残念な答弁です。 

 最後の質問に移ります。 

 春がすぐそこまでやってきています。世の

中が明るくなると、目立つことがたくさんあ

ります。 

 公共施設の案内看板が薄汚れて、文字がは

っきり見えないところがあります。汚れがす

ぐ落ちるものか、替えないと駄目なものか、点

検が必要ではないかと思います。また、道路の

白線、「止まれ」などの表示が消えて、分かり

づらいところもあります。 

 順番にしているかと思いますが、事故が起

きてしまっては取り返しがつきません。こち

らのほうの点検も必要ではないでしょうか。

お尋ねしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 中川裕一総務課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 案内看板が汚れて

見えないところがあるという質問につきまし

て、お答えいたします。 

 公共施設の案内看板については、ほとんど

が設置後30年以上経過しております。このよ

うなことから、令和２年度より、状態の悪いも

のから計画的に改修しております。 

 なお、先ほど申されました、拭いて汚れが取

れるという形ではなく、取替えしなければな

らないという形になってます。 

 これまで、大小合わせて19か所を改修して

おります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 上前浩和都市建設課

長。 

〔都市建設課長兼北部開発推進室長補佐 上前浩和君 登壇〕 

○都市建設課長兼北部開発推進室長補佐【上

前浩和君】 道路の白線についてお答えいた

します。 

 道路の中央線や交差点付近の「注意」や「止

まれ」などの路面標示につきましては、現場状

況を確認の上、優先度を考慮し、町で復旧を行

っております。 

 また、停止線や横断歩道線など、交通規制に

係る路面標示につきましては、県公安委員会

において町と現場立会い及び協議を行い、順

次対応いただいております。 

 今後も町としましては、安全・安心を第一

に、引き続き交通安全の確保に努めてまいり

ます。 

 以上であります。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 交通安全の点からも、

よろしくお願いしたいと思います。 

 あと、公共の看板なんですが、うちの近くの

教育センターの看板が特に、いつも目立つん

ですが、見えないと、全然というところで、せ

っかく教育センターに相談とかあった方たち

も下から上がってきて見えないということに

なれば、どちらへ行っていいか分からないか

と思いますので、ぜひ点検をしていただいて

替えていただけたらなというふうに思ってい

ます。 

 以上で質問を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【清水文雄君】 この際、暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午前11時53分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【清水文雄君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一般質問 

○議長【清水文雄君】 一般質問を続行いたし

ます。 

 ７番、生田勇人議員。 

   〔７番 生田勇人君 登壇〕 

○７番【生田勇人君】 議席番号７番、生田勇

人です。 

 令和４年内灘町議会３月会議におきまして

一般質問の機会を得ましたので、通告内容に

従い、一問一答方式にて質問をします。 

 町長並びに執行部におかれては、明快な答

弁をお願いします。 

 まず、皆さん言われたことなんですけど、世

界情勢を見ますと、北京冬季オリンピックの

幕が閉じ興奮と感動が冷めやらぬ中、起きて

はならないロシアによるウクライナ侵攻が勃

発しました。ロシア軍の攻撃は多くの人々を

犠牲にし、禁止されている爆弾まで投下され

たとの情報もあり、いかなる理由があれどこ

の行為は決して許されるものではありません。 

 日本も国際社会と団結して断固たる態度を

示し、一刻も早く両国民がこの状況から脱す

るべく、平和的な解決を願います。 

 犠牲になられた多くの方々に哀悼の意を表

するとともに、戦火に巻き込まれた方々に、国

を超えて心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、オミクロン株による感染拡大も長く

続き、石川県のまん延防止等重点措置も３月

21日までに再々延長された中ではありますが、

気候もここへ来て春を感じられるようになっ

てまいりました。 

 春は卒業シーズンということで、本日、私の

息子も高校卒業式でございました。もちろん

町民の代表として公務優先でありますので、

卒業式への出席はかないませんでしたが、将

来を担う若者たちが夢と希望を持って活躍で

きる、そんな社会への一刻も早い復旧、再生を

政治を通じて実現しなければならないと同時

に、新型コロナウイルスの収束と世界平和を

願い、質問に入らさせていただきます。 

 １問目は、避難行動要支援者、災害時要支援

者とも言われている方々への避難支援体制に

ついて質問をします。 

 災害時要支援者に関する質問はこれまでも

多くの議員の方々が質問をしており、いつや

って来るか分からない災害に備えて、それぞ

れの視点から町民の暮らしの安心・安全をた

だしております。 

 昨年は、奥能登を震源とする地震が70回を

超え、９月には珠洲市で震度５弱を観測しま

した。今年に入っても震度１以上の地震が昨

日も１回、計13回起きており、この群発地震に

対して町でも最大級の警戒と備えが必要です

し、奥能登だけではなく、隣のかほく市を震源

とした地震も昨年たしか２度ほど起きたと記

憶しております。我が家のある宮坂でも轟音

の後に揺れが来まして、何事かと身構えたこ

とを思い出します。 

 そんないつ起こるか分からない災害時にお

いて、避難行動を正確かつ迅速に支援できる

体制を構築したものが内灘町避難行動要支援

者避難支援計画であります。この計画はもと

もと内灘町災害時要援護者支援プランとして

平成21年に策定され、平成29年に現在の計画

に改め、策定されました。 

 計画内には、毎年12月に要支援者名簿の更

新を行うと記載されてますが、更新した情報

を速やかに関係機関に提供しているか、まず

お聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 棚田進総務部長。 

   〔総務部長 棚田進君 登壇〕 

○総務部長【棚田進君】 ご質問にお答えいた

します。 

 町では、先ほど議員も言われたとおり、内灘

町避難行動要支援者避難支援計画に基づき、

個人情報を関係機関に出してもいいというこ

との同意を得られている要支援者名簿につき

ましては、同意者名簿として速やかに、関係機

関である消防部局、警察、民生委員、社会福祉
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協議会、そして各地区の自主防災組織に提供

しております。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 今ほど総務部長おっし

ゃいました名簿の提供先として記載されてい

る消防部局、警察、民生委員、社会福祉協議会、

自主防災組織、これは記載されているもので

ありますが、そのうち、消防部局の範囲に消防

団、消防分団は現在含まれているのか、お聞き

いたします。 

○議長【清水文雄君】 棚田総務部長。 

   〔総務部長 棚田進君 登壇〕 

○総務部長【棚田進君】 質問にお答えいたし

ます。 

 本町の計画では、消防部局の範囲に消防団、

消防分団は現在のところ含まれておりません。 

 したがいまして、消防本部のみに同意者名

簿を提供しております。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 消防部局の中に分団等

は含まれていないとのことなんですけど、含

まれていないのであれば、すぐにでも各分団

に配備するべきと考えます。 

 地域住民の生命、財産を守っていただいて

いる消防団は、防災はもとより災害時におい

て町の要としての迅速な対応をする役割を担

っております。それぞれの地域に精通してい

るとはいえ、そもそもその情報すら提供され

てない中、通信が遮断されていようものなら

救助へ向かった際に二次災害へともつながり

かねません。ここでいう二次災害というもの

は、災害発生時において要支援者のいない住

居へ確認や救助へ向かった者が家屋倒壊や火

災などに巻き込まれるなどすることをいって

いるわけであります。 

 今回、私がこの質問をするきっかけとなっ

たのは、女性防火クラブの方々からその心配

の声が寄せられたからであります。防火クラ

ブの活動で避難行動要支援者の所在確認に地

区を回ったときのことでしたということだっ

たんですが、空き家となっている家、新しい方

が引っ越してこられた家、また独り暮らし等

の高齢者が既にお亡くなりになっている家、

いろいろ地域の実情があるわけでございます

が、数年前より要支援者が不在のお宅に対し

ての確認作業をも行ったそうで、防火クラブ

の方からは「いつの名簿を持っているのか、災

害発生時に非常に心配だ」と相談を受けまし

た。 

 私自身、消防団に所属していた頃も要支援

者名簿が消防分団に配備されていなかったこ

とを疑問に思っておりまして、この女性防火

クラブから寄せられた相談内容に、災害発生

時には二次災害を引き起こす要因となりかね

ないと大きな不安を覚えました。 

 毎年更新したものを正確に、迅速に各関係

機関へ提供していただきますことはもちろん

のこと、併せて、地域防災と災害発生時の要で

ある各消防分団へ、その管理責任において分

団格納庫に名簿を備え、万が一の場合には二

次災害の防止に万全を期し、かつ迅速な避難

行動へのさらなる体制構築を求めますが、町

の見解をお聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 町では、要支援者に対する避難支援が大変

重要であると考えております。このようなこ

とから、関係機関に同意者名簿を提供し、地域

における防災力の向上に努めております。 

 また、この同意者名簿の取扱者には、個人情

報保護に関する誓約書を提出してもらうなど

細心の注意を払い、適正な管理を行っており

ます。 

 消防団への同意者名簿の提供についてでご

ざいますが、災害時における消防団の活動に

もある救助、救出、避難誘導の観点から見まし

て有益なことであると考えております。 
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 今後、提供に向けてしっかりと検討してま

いります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 前向きな答弁ありがと

うございました。 

 やはり災害時、こういった弱い方々と申し

ますか、本当に支援を必要としている方々に

対しての迅速な救助体制のさらなる構築とい

うことでよろしくお願いします。本当に同意

者名簿とか個人情報が大変難しい時代ではご

ざいますけれども、それもしっかりと分団の

格納庫等で保管できるような体制も考えてい

っていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 ２問目は、町の遊休施設について質問をし

ます。 

 遊休施設については、これまでたくさんの

議員がそれぞれの施設について質問をしてき

ました。直近では、旧消防庁舎についてリサイ

クルステーション化を清水議長が質問したこ

とは、記憶に新しいところであります。 

 議員からの提案があっても、なかなかその

利活用方針が定まらず、使用をされなくなっ

てから長く経過しているものもあります。 

 まず、現在未利用の町遊休施設はどれだけ

あるか、確認をさせてください。 

○議長【清水文雄君】 中川裕一総務課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 お答えいたしま

す。 

 町の遊休施設として、旧の国家公務員宿舎、

旧緑台公民館、旧消防署、解体後残った部分に

なります。旧宮坂学童保育クラブの４施設に

なります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 ありがとうございまし

た。 

 一般的に、使用をされなくなった建物とい

うのは、人の出入りがなくて老朽化が早く進

むと言われております。利用しておれば、不都

合な部分や修繕が必要な部分を把握し、時に

はお金をかけなくても簡易修繕が可能なこと

もたくさんあることと思います。それが建物

の長寿命化へとつながっていきます。 

 町は、これら遊休施設について、その建物、

建物以外の附属物、敷地などへの定期的な点

検調査を行っているのかをお聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 中川課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 お答えいたしま

す。 

 点検調査につきましては、適宜、職員が敷地

内を含め、目視により点検している状況であ

ります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 今ほど、目視により定

期的に点検しておられるということでした。 

 私の近所であります旧宮坂保育所、最後は

学童クラブとして使われていたところでござ

いますが、町の保育民営化促進により白帆台

保育園へと移行されてからは宮坂学童クラブ

として放課後学童保育に利用されてきました。 

 しかし、白帆台小学校の開校に伴い学童ク

ラブも移転となり、それ以降は遊休施設とな

りました。耐震工事はなされていたはずと記

憶しておりますので、当時は早期の利活用が

望まれました。町長と区長さん含めて相談し

ていろいろと協議していただいたことを覚え

ております。 

 そんな中ですが、なかなか具体的な方針が

定まらず、その現状は、敷地には雑草、特にセ

イタカアワダチソウという背の高い草が目立

ち、附属物である物置は施錠もなされず、スコ

ップなど保管物が、子供らが遊んだんやろう

なとは思うんですけど、敷地に散乱し、建物の

雨どいは外れて垂れ下がり、老朽化を通り越

して廃墟のようなたたずまいを呈しておりま
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す。 

 幾ら遊休施設とはいえ、このありさまはい

かがなものか。強風が吹けば付近に被害をも

たらすことにもなりかねません。遊休施設に

ついての適正な点検と管理体制、目視とは言

いましたが、構造に関して、内部に関して、そ

ういったものの点検と管理体制の構築を求め

ます。 

 また、再利用できる施設、老朽化が著しく再

利用が困難である施設、両方あると思うんで

すけど、そういったものを判断していかなけ

ればならず、困難なものは解体して跡地利用

を計画するなど、地区と協議の上、策定すべき

と考えますが、町の考えをお聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 中川課長。 

   〔総務課長 中川裕一君 登壇〕 

○総務課長【中川裕一君】 お答えいたしま

す。 

 管理体制の構築につきましては、今後、定期

的に点検を実施し、施設の維持管理に努めて

まいります。 

 また、今後の方針につきましては、これまで

に委員会等でも説明させていただきましたと

おり、取壊し、売却等も視野に適切に判断して

まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 答弁ありがとうござい

ました。 

 点検は今後定期的に、目視だけではなくと

いうことで、内部の構造のほうとともに点検

していっていただければなというふうに思っ

ております。 

 なかなか、今、中川課長言われました方針が

決まり次第、解体、売却も含めてという話なん

ですけど、公共施設というものはその地区に

とっては、やっぱりなくなるとちょっと廃れ

たような、そういう感じがするものでありま

す。 

 解体と、継続というか建物の管理、維持を継

続していく、どちらかになるとは思うんです

けど、やはり形としては公共施設の形をその

地区地区に残していただけることが望ましい

地区の活性化になると思いますので、またひ

とつその辺もしっかりと協議していただいて、

議会、委員会でまた示していっていただけれ

ばなと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、３問目、最後の質問になるんですけ

ど、県道松任宇ノ気線消雪装置について質問

をします。 

 本年に入り、これまで警報級の大雪警報が

度々出され、例年なら「もう降らないだろう。

これで最後や」といった時節が近づいてもだ

らだらと長く雪が降り続いていた状況でござ

いました。幸い、どかっと降っても、その後暖

かく晴れ間も出ますので根雪にはならず、胸

をなで下ろしております。 

 しかしながら、まとまった積雪があるとき

には家族総出で除雪に汗を流す、我が家もそ

んな状況でありました。 

 私がこれまで度々質問を重ねてきた主要地

方道松任宇ノ気線の消雪設備の延伸、町内全

区間の整備については、残る宮坂から西荒屋

の区間約２キロメートルにおいて、昨年度よ

り消雪井戸、今年度は道路消雪装置の敷設、敷

設に関しましては700メートルでありました

が、これまでの大雪時には事故や立ち往生な

ども過去にはありましたが、特に厄介なのが

道路幅の広い主要地方道であるがゆえの除雪

車通過後の路肩に残る大きな雪の塊を除去す

る大変さです。それは町道とは比較にならな

い大きさとなっておりました。 

 そういうことを鑑みますと、今般整備され

た700メートル、消雪装置があるとないでは大

きく違い、整備された区間は、生活の利便性の

向上と通勤通学に利用される方々への安心・

安全に大きく寄与したものと確信しておりま

す。 

 この長年の地域の懸案事項が事業着手され、

一部ではありますが、その効果を目の当たり
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にし、大変うれしく思っております。 

 これまで幾度となく申し上げてきたことで

はございますが、この事業については切れ目

のない継続が不可欠であり、また、この区間の

整備が終われば、残る室からかほく市大崎へ

の約500メートルの未整備区間へとつなぎ、早

期の町内全区間整備完了へとつなげていただ

きたい。 

 県との協議など進めていることとは存じま

すが、来年度以降決定している事業計画があ

れば、今後の見通しも併せてお聞きし、質問を

終わります。 

○議長【清水文雄君】 銭丸弘樹都市整備部

長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 銭丸弘樹君 登壇〕 

○都市整備部長兼北部開発推進室長【銭丸弘

樹君】 ご質問にお答えいたします。 

 消雪整備を要望しております北部地区の区

間は、宮坂－西荒屋間で約1,320メートル、室

の一部区間で約530メートルであります。 

 県に問い合わせたところ、来年度も引き続

き宮坂－西荒屋間における消雪整備を進めて

いくとの回答でありました。 

 町としましても消雪設備は、冬期間の道路

交通の安全・安心につながることから、早期の

全線整備に向け、これまでも要望いたしてお

りますが、引き続き、室の一部区間約530メー

トルについても強く要望してまいります。 

 以上でございます。 

○７番【生田勇人君】 終わります。 

○議長【清水文雄君】 これにて、一般質問を

終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【清水文雄君】 以上で、本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日４日から14日まで

の11日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会にいたしたいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 異議なしと認めます。

よって、明日４日から14日までの11日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る15日は午後１時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並びに

採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後１時54分散会 

 


